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広報ながの広告掲載実施要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、広報ながのに民間企業等の広告を有料で掲載すること（以下、「広

告掲載」という。）に関して、長野市広告掲載取扱要綱（平成18年長野市告示第36

号。以下、「要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （広告の規格、枠数、掲載位置等） 

第２ 広告の規格、枠数、掲載位置等は、別に定める。 

 （広告枠に広告掲載を行う権利の売却） 

第３ 広告掲載は、広告代理店に、広告枠に広告掲載を行う権利を売却することによ 

り行う。 

２ 前項の売却は、公募型指名競争入札により行う。 

 （広告代理店が行う広告掲載） 

第４ 第３の規定により広告枠に広告掲載を行う権利を買い受けた広告代理店は、要

綱、この要領、その他市の指示に従い、市が行う広告掲載に準じて、広告掲載を

行うものとする。 

２ 広告代理店は、広告主が市税に未納のないことを証明する書類等を、市に提出す

るものとする。 

３ 広告代理店は、広告主を募集し、市が指定する期日までに、広告原稿を市に提出

するものとする。 

４ 広告代理店は、広告の内容及び広告主について、市が指示するところによりあら

かじめ市の審査を受け、その承認を得ることとする。 

５ 広告代理店は、入稿締切までに入稿できない場合等に備え、あらかじめ広告主募

集等の内容で自社広告を作成の上、市が定める期限までに提出し、市の審査を受

け、その承認を得ることとする。 

 （補則） 

第５ この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるほか、市と広告

代理店が協議の上、決定するものとする。 

 

 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成18年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年１月24日から施行する。 


